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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者が活用で

きる主な支援制度は表１～４の通り。一般的な労働相談、助

成金に関する相談のほか各種相談窓口は表５の通りです。詳

しくは各問い合わせ先へ。

表１ 市独自補助制度

表２ 信用保証の認定申請（市商工労働課が発行する認定書が必要です）

表３ 主な融資制度（記載事項以外にも要件あり。詳しくは問い合わせ先に確認を）

※ 詳細は決定次第、中小企業庁ホームページなどで公開予定。

表５ 各種相談窓口表４ 助成金制度（記載事項以外にも要件あり。詳しくは問い合わせ先に確認を）

※① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業などをした小学校などに通う子ども。
※② 新型コロナウイルスに感染したなど、小学校を休む必要がある子ども（対象が拡大されています。詳しくは厚

生労働省ホームページから確認を）。

寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付あああああああああああああああああああありりりりりりりりりりりりりりりりりりりりががががががががががががががががががががととととととととととととととととととととううううううううううううううううううううごごごごごごごごごごごごごごごごごごごござざざざざざざざざざざざざざざざざざざざいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすす感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品をををををををををををををををををををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集ししししししししししししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
５月４日までに次の皆さんから寄付があ

りました（５０音順）。
イ タ ミ

▷アイケー電機㈱▷㈱アヌシ▷ITAMI
エ コ ー

ECHO▷伊丹郵便局▷（一社）いちかり

▷㈱エムアンドエー▷OKK㈱▷㈱関西ス

ーパーマーケット▷キユーピー㈱▷住友電

気工業㈱▷㈱ゼロプラス▷㈱ナオビック▷
ワ ー ク ス

No．２works▷日本航空㈱▷日本酒バル

酌▷ネッツトヨタ神戸㈱▷㈱マルキン!丸

田シャツ㈱。

市は、病院や社会福祉施設などに配布する感染防止・衛生用品の寄付を次の通り募集

しています。

【募集物品（新品・未開封・大人用に限る）】▷透明ビニールレインコート▷マスク（サ

ージカルマスク・Ｎ９５マスク）――など。

【配布施設・団体】▷市立伊丹病院▷近畿中央病院▷医師会▷歯科医師会▷介護事業所

▷障がい者（児）施設――など。

寄付については、５月２９日㈮までに電話かファクス７８４－８１７２で市危機管

理室に連絡をお願いします。受け渡しは、原則として防災センターで。詳し

くは市ホームページ（二次元コードから読み取り可）で確認を。

市危機管理室!７８４－８１６６

保証限度額

一般保証とは別枠で２.８億円

一般保証、セーフティネット保証とは別枠で２.８億円

保証割合
１００%

８０%

１００%

認定要件
売上高が前年同月比で２０％以上減少など
特に重大な影響が生じている指定業種で売上高が前年同月
比で５％以上減少など
売上高が前年同月比で１５％以上減少など

保証
セーフティネット保証４号

セーフティネット保証５号

危機関連保証

問い合わせ先

事業資金相談ダイヤル
#®０１２０-１５４-５０５

市商工労働課
"７８４-８０４７

県地域金融室
"０７８-３６２-３３２１

中小企業 金融・
給付金相談窓口
"０５７０-７８３１８３

主な内容（令和２年５月１日時点）
一律金利にした上で貸付利率を融資後３年まで０.９%引き下げ［融資限度額］中
小事業：３億円、国民事業：６０００万円［金利］当初３年間基準金利：▲０.９%。
４年目以降基準金利：中小事業１.１１%→０.２１% 国民事業１.３６%→０.４６%［利下
げ限度額］中小事業：１億円、国民事業：３０００万円

［融資限度額］１０００万円［金利］０.６４%［保証料補助］信用保証料の１/２を補
助

［融資限度額］３０００万円［金利］当初３年間：０％、４年目以降：０.７％［信用
保証料］通常０.８５・１.０５％から減免あり［借り入れ期間］１０年（措置５年）以
内［取り扱い期間］５月１日～１２月３１日［資金使途］設備・運転資金、信用保
証付融資の借換資金

借入後３年間の利子補給（補給対象上限額あり。既往債務の借り換えも条件を
満たせば対象）

主な要件

最近１カ月の売上高が前年または
前々年の同期比５％以上減少など

市内に主たる事業所を有し、市の
セーフティ認定を受けた事業者

市のセーフティ認定か危機関連保
証認定を受けた事業者

日本政策金融公庫や県などの融資
により借入を行った一定要件を満
たす中小企業者

実施機関・融資名

【日本政策金融公庫】
新型コロナウイルス感染症特別貸付

【市】
中小企業振興融資制度
（セーフティ１to６資金）

【県】
新型コロナウイルス感染症対応資金

（※）特別利子補給制度

問い合わせ先

ハローワーク助成
金デスク
"０７８-２２１-５４４０
ハローワーク伊丹
"７７２-８６１９

学校等休業助成金
・支援金等相談コ
ールセンター
"０１２０-６０-３９９９

持続化給付金事業
コールセンター
"０１２０-１１５-５７０

経営継続支援金相
談ダイヤル
"０７８－３６１－２２８１

休業を実施した場合の休業手当など
に対する助成（大企業：２/３、中
小企業：４/５。解雇などを行わな
い場合は大企業：３/４、中小企業：
９/１０。対象労働者１人１日当たり
上限額：８３３０円）。その他特例措置
あり

２月２７日～６月３０日（※①について
は、春休みなど開校予定のなかった
日は除く）の間に、有給休暇を取得
した対象労働者に支払った賃金相当
額×１０/１０（対象労働者１人１日当
たり上限額：８３３０円）

２月２７日～６月３０日（※①について
は、春休みなど開校予定のなかった
日を除く）の間の就業できなかった
日について、１日当たり４１００円（定
額）

定められた算出方法により、中小法
人等は２００万円以内、個人事業者等
は１００万円以内を支給

中小法人：最大１００万円、個人事業
主：最大５０万円

助成内容

▷雇用保険の適用事業主である▷最
近１カ月の売上高または生産量など
が前年同期（事業所設置後１年未満
の事業主は別に定める月）に比べて
５％以上減少している――など（雇
用保険被保険者でない労働者の休業
も対象に拡大）

※①か※②の子どもの世話を保護者
として行うことが必要となった労働
者に対し、労働基準法上の年次有給
休暇とは別途、有給（賃金全額支給）
の休暇を取得させた事業主

※①か※②の子どもの世話を行うこ
とが必要となった保護者であって、
一定の要件を満たす人【要件】!個
人で就業する予定であった場合!小
学校などの臨時休業などの前に、一
定の業務委託契約などを締結してい
る場合――など

売上が前年同月比で５０％以上減少し
た中小法人等、個人事業者等

▷県の休業要請などに応じて継続し
て休業している▷売り上げが５０％以
上減少した中小法人や個人事業主
――など

対象

雇用調整助成
金※４月１日
～６月３０日
（緊急対応期
間）の休業な
どに対する特
例措置

【事業主向
け】新型コロ
ナウイルス感
染症による小
学校休業等対
応助成金

【委託を受け
て個人で仕事
をする人向
け】新型コロ
ナウイルス感
染症による小
学校休業等対
応支援金

持続化給付金

休業要請事業
者経営継続支
援（県・市協
調）

制度名 電話番号

"０７８-３６７-０８５０

"７７２-６２２４

"０７８-２２１-５４４０

"０７８-３６２-３３２１

"０７８-９７７-９０７９

"７７５-１２２１

"０７８-３９３-３９００

"０７８-９７７-９０８５

問い合わせ先

兵庫労働局総合労働相談コーナ
ー

伊丹総合労働相談コーナー

ハローワーク助成金デスク（兵
庫労働局職業安定部職業対策
課）

県金融対策特別相談窓口（県地
域金融室）

県金融対策特別相談窓口（ひょ
うご・神戸経営相談センター）

伊丹商工会議所

県信用保証協会

県よろず支援拠点

新型コロナ
ウイルスに
関する経営
相談窓口

内容

一般的な労働相
談

助成金に関する
相談

資金繰りに関す
る相談

その他中小企業
・小規模事業者
の経営に関する
相談

問い合わせ先

市商工労働課
事業所等賃料補助担当
"７６４－７７４９

市商工労働課
"７８４－８０４７

助成内容

市内事業所などの１カ月分の賃料に対して１
事業者当たり上限１０万円

保健所の指示に基づき、２月１日以降に実施
した消毒などの作業に対して上限１０万円

対象

▷市内に事業所などを賃借している個人事業主、小規模法人▷セーフティネット
保証５号の指定業種▷３月以降の任意の月の売上高が前年同月比で個人事業主は
２０％以上、小規模法人は５０％以上減少している――など

新型コロナウイルスの感染者が発生か訪問した事業者

制度名

事業所等賃料補助金

中小企業等消毒費補助金


